
 

 

 

 

 

 

藍住町行財政改革基本計画 

２０２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月  

（令和６年３月改訂） 

藍住町 



 

 

目 次 
 

第１章 計画の策定にあたって .............................................. 1 

１ 計画策定の趣旨 ...................................................... 1 

２ これまでの行財政改革の主な取組 ...................................... 1 

第２章 本町の状況 ........................................................ 2 

１ 人口推計 ............................................................ 2 

２ 職員の状況 .......................................................... 3 

３ 財政の状況 .......................................................... 5 

第３章 基本的な考え方 .................................................... 9 

１ 基本方針 ............................................................ 9 

２ 計画期間 ............................................................ 9 

３ 計画の体系 ......................................................... 10 

第４章 改革の取組 ....................................................... 11 

１ 人事マネジメントの強化 ............................................. 11 

２ 効率的な行財政運営 ................................................. 14 

３ 自主財源の確保 ..................................................... 19 

４ 住民サービスの向上 ................................................. 21 

第５章 計画の推進 ....................................................... 23 

１ 推進体制 ........................................................... 23 

２ 進行管理 ........................................................... 23 

３ 取組内容等（令和２年度～令和５年度） ............................... 24 

 

 

  



- 1 - 
 

第１章 計画の策定にあたって 
１ 計画策定の趣旨 

 地方分権の進展や少子高齢化の進行など、地方自治体を取り巻く社会情勢は大きく

変化しています。人口増加が続いている本町も、近い将来、人口減少に直面することが

予測されており、堅調に増加している税収も人口とともに減少していくことが予想さ

れます。また、近年社会保障費の増加が続いており、高齢化の進展に伴う医療需要や介

護需要の増大により、今後もさらに増加することが予想されます。そのため、将来の人

口構造の変化が町政運営に与える影響を見据え、長期的な視点のもとで新たな課題や

変化する行政需要に的確に対応していかなければなりません。 

本町では、これまでも「集中改革プラン」（平成１８年３月）、「藍住町行財政改革基

本計画（前期）」（平成２２年３月）、「藍住町行財政改革基本計画（後期）」（平成２７年

３月）を策定し、正規職員数の削減や民間委託の推進などの取組を進めてきました。限

られた財源や人材を有効に活用し、効率的かつ効果的な行財政運営を行うとともに、

社会情勢の変化や多様化する住民ニーズに合わせた質の高い行政サービスを継続的に

提供していくためには、事務事業の見直しや業務の効率化、多様な主体との連携など

の取組を一層進めていく必要があります。 

 そこで、今後の行財政改革の基本的な方針を示すため「藍住町行財政改革基本計画

２０２０」を策定し、全職員一丸となってさらなる行財政改革に取り組みます。 
 
２ これまでの行財政改革の主な取組 
 

計画 期間 主な取組 

集中改革プラン 
平成１７年度 

～平成２１年度 

○職員数の削減（３２人） 

○児童館、老人福祉センターの指定管理 

○し尿処理収集業務の民間委託 

○特別養護老人ホームの給食業務の民間委託 

○水道検針業務の民間委託 

○中学校の給食業務の民間委託 

藍住町行財政改革 

基本計画（前期） 

平成２２年度 

～平成２６年度 

○職員数の削減（３４人） 

○ノー残業デーの実施 

○保育所の民間移管 

○保育所の給食業務の民間委託 

○特別養護老人ホームの民間移管 

○建設課直営業務の民間委託 

藍住町行財政改革 

基本計画（後期） 

平成２７年度 

～平成３１年度 

○職員数の削減（２２人） 

○住民票等のコンビニ交付サービスの開始 

○幼稚園・小学校の給食業務の民間委託 

○ふるさと納税の強化 

○ガバメントクラウドファンディングの実施 
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第２章 本町の状況 
１ 人口推計 

 国立社会保障・人口問題研究所の人口推計（令和５年１２月２２日公表）によると、

本町の人口は、令和２年以降は減少に転じ、そのまま減少が続くと予想されています。

年齢３区分別人口をみると、令和２７年には年少人口（０歳～１４歳）は約３０％、生

産年齢人口（１５歳以上６５歳未満）は約２０％減少する見込みであるのに対し、老年

人口（６５歳以上）は約５０％増加する見込みとなっています。また、老年人口の割合

は、平成２７年は２２．１％でしたが、令和２７年には３５．５％まで上昇し、人口の

約３人に１人が高齢者になる予想となっています。 
 

表 1 推計人口                                （人） 
 平成２７ 令和２ 令和７ 令和１２ 令和１７ 令和２２ 令和２７ 

０歳～１４歳 5,361 5,196 4,820 4,324 4,023 3,888 3,723 

１５歳～６４歳 21,603 20,970 20,620 20,401 19,744 18,257 16,919 

６５歳以上 7,662 9,080 9,788 10,081 10,359 11,044 11,382 

 ６５歳～７４歳 4,485 5,083 4,401 3,742 3,729 4,510 4,917 

 ７５歳以上 3,177 3,997 5,387 6,339 6,630 6,534 6,465 

推計人口 34,626 35,246 35,228 34,806 34,126 33,189 32,024 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

※平成２７年及び令和２年は、国勢調査人口 

図 1 年齢３区分別推計人口 
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図 2 年齢３区分別推計人口割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 職員の状況 

施設の民間委託や定員適正化計画に基づく定員管理を進めた結果、平成２１年度か

らの１０年間で職員数は７０人減少しました。年齢区分別職員数をみると、３０歳代

の職員数が少なくなっており、年齢構成に偏りがあります。また、定年延長に伴い、令

和５年度からは、２年ごとに定年退職者が予定されており、令和５年度からの６年間

では１９人が退職する見込みとなっています。 
 

図 3 職員数の推移（各年４月１日現在） 
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図 4 年齢区分別職員数（平成３１年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 定年退職者数の見込み 
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３ 財政の状況 

（１）歳入・歳出の状況（普通会計） 

 普通会計の歳入・歳出決算額は、平成２５年度以降多少の増減はありますが、とも

に増加傾向となっています。総合文化ホールの建設に伴い、平成３０年度の歳入は前

年度比で１７．３％、歳出は１６．４％増加しています。歳入の財源内訳をみると、

歳入総額に占める自主財源の割合は年々減少し、平成２８年度以降は依存財源の割合

が自主財源の割合を上回っています。歳出の内訳をみると、人件費については、定員

適正化計画に基づき職員数の削減に取り組んできた結果、平成３０年度までの５年間

で約３億円減少しています。一方、扶助費については、高齢者の増加や子育て支援制

度の充実等により年々増加しており、平成３０年度は義務的経費の５割以上を扶助費

が占めています。 

 また、地方債・積立金現在高をみると、総合文化ホールの建設に伴う借入れや基金

の取り崩しにより、８１億円程度で推移していた地方債現在高については約１５億円

増加し、平成３０年度は約９６億円となっています。年々増加傾向にあった積立金現

在高については、平成３０年度は前年度から１２億円減少し約４５億円となっていま

す。 
 
 
図 6 財源・経費の内訳 
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図 7 財源・経費の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8 義務的経費の内訳           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 9 義務的経費の構成割合 
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図 10 地方債・積立金現在高 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）町税の状況 

町税の収納額は増加傾向にあり、平成３０年度の現年度課税分の収入額は約４１億

円となっています。収納率についても上昇傾向にあり、平成３０年度は９９．２％とな

っています。 
また、滞納繰越分の総額については年々減少しており、平成３０年度は平成２５年

度から５０％減少し約１億円となっています。滞納繰越分の収納率についても、徴収

業務や滞納整理の強化により上昇傾向となっており、平成３０年度は５４．４％とな

っています。 
 

図 11 収納額と収納率の推移（現年度課税分） 
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図 12 滞納繰越額と収納率の推移 
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第３章 基本的な考え方 
１ 基本方針 

 藍住町行財政改革基本計画では、「人事・給与の見直し」、「効率的な行財政運営」、

「自主財源の確保」、「住民サービスの向上」を計画の柱として、職員数の削減や業務の

民間委託など組織のスリム化を中心に行財政改革の取組を進めてきました。 
 本計画では、これらの４つの柱を継承し、「人事マネジメントの強化」、「効率的な行

財政運営」、「自主財源の確保」、「住民サービスの向上」を基本方針に掲げ、限られた財

源や人材を最大限に有効活用できるよう効果的・効率的な行財政運営を目指すととも

に、行政サービスの改善に向けた質的改革にも取り組んでいきます。 
 
 
２ 計画期間 

 令和２年度から令和８年度までの７か年とし、令和５年度に見直しを行います。 
 
 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ 

総合計画 
第５次総合計画    

     策定 第６次総合計画 

行財政改革基本計画 
行財政改革基本計画 2020   

   見直し   策定 
行財政改革基本計画 

２ ０ ２ ７ （ 仮 称 ） 

 
  



- 10 - 
 

３ 計画の体系 

１ 人事マネジメントの強化  

 
(1)定員管理の適正化 

①適正な職員配置 

 ②職員採用の見直し 

 

(2)人材育成の推進 

①職員研修の推進 

 ②職員の専門的知識の向上 

 ③適正な評価制度の運用 

 
(3)ワーク・ライフ・バランスの推進 

①時間外勤務の削減 

 ②ノー残業デーの実施 

２ 効率的な行財政運営  

 

(1)業務の合理化・効率化 

①歳出の見直し 

 ②事務事業の見直し 

 ③自治体クラウドの導入・ガバメントクラ

ウドへの移行 

 ④公共施設の適正管理 

 ⑤機能的な組織体制の整備 

 ⑥行政評価の導入 

 

(2)民間活力の導入 

①指定管理者制度の導入 

 ②民間委託の推進 

 ③多様な主体との連携・協働 

３ 自主財源の確保  

 
(1)収納率の向上と負担の適正化 

①収納体制の強化 

 ②使用料・手数料の見直し 

 

(2)多様な財源確保の取組 

①有料広告事業の拡大 

 ②クラウドファンディング事業の実施 

 ③ふるさと納税の推進 

４ 住民サービスの向上  

 
(1)利便性の向上 

①窓口業務の見直し 

 ②住民満足度調査の実施 

 
(2) 情報発信の推進 

①ホームページ等による情報発信の充実 

 ②オープンデータ化の推進 
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第４章 改革の取組 
１ 人事マネジメントの強化 

 これまで行財政改革を進める中で職員数の削減に取り組んできた結果、平成３１年

度当初の職員数は平成２１年度当初から７０人減少の２０４人となっており、計画を

上回る成果を得られました。しかし、社会情勢の変化に伴い住民ニーズは多様化して

いるほか、地方分権の進展に伴い、地方自治体の裁量や責任分野は拡大され、行政課題

は複雑化しています。このような中、行政サービスを維持・向上させるとともに、安定

的かつ継続的に行政運営を行うためには、職員の能力開発と業務に応じた職員配置が

必要です。 

（１）定員管理の適正化 

取組① 適正な職員配置 所管 総務企画課 

取組方針 

 事務事業の見直しや民間委託、課の再配置、職員の能力開発を図ることにより効率

的な組織体制を構築し、事業や業務量に合わせた適正な職員配置を行います。また、

長期的な視点で必要な職員定数を見定め、再任用職員や会計年度任用職員の効果的

な配置と派遣職員の活用について検討を行いながら、定員適正化計画に基づき計画

的に職員採用を行います。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
 

取組② 職員採用の見直し 所管 総務企画課 

取組方針 

多様化する行政需要に的確に対応できる職員を効果的に採用するため、採用時期

や受験資格、試験の方法及び内容等について適宜検討し、有能な人材や専門性を備え

た人材の確保に努めます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
 
  

実施 

検討・実施 
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（２）人材育成の推進 

取組① 職員研修の推進 所管 総務企画課 

取組方針 

 限られた財源や人材を有効に活用し、効率的かつ効果的な行政運営を行うために

は、職員一人一人の能力や資質の向上が不可欠です。そのため、人材育成基本方針や

職員研修計画に基づき、総合的かつ継続的な職員研修を進めるとともに、職員一人一

人が自覚を持って研修や自己啓発に取り組む仕組みや環境整備について検討を進め

ます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 

取組② 職員の専門的知識の向上 所管 総務企画課 

取組方針 

 高度化・複雑化する行政課題や多様化する住民ニーズに柔軟に対応していくため

には、職務に応じた高度な知識が必要となります。滞納整理や工事の設計監理、福祉

部門における相談支援など専門性を必要とする業務について、外部研修を積極的に

取り入れるほか、資格取得の支援など専門的知識の向上を図ります。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

    
 

  

 

取組③ 適正な評価制度の運用 所管 総務企画課 

取組方針 

 人事評価制度を効果的に運用するためには、客観的で公正な評価ができる体制を

確立するとともに、評価結果を被評価者にフィードバックし能力の向上につなげて

いく必要があります。そのため、評価者研修を継続的に実施するほか、面談内容の充

実や評価結果の通知を行うことにより人材育成効果と透明性の高い制度に見直しを

行い、効果的な人事評価制度を確立します。また、職員の意欲や能力の向上を促し組

織の活性化につなげるため、評価結果の給与等への反映について検討を進めます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

   
 

   

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 
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（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

取組① 時間外勤務の削減 所管 総務企画課 

取組方針 

 慢性的な長時間の時間外勤務は、職員の健康を害するおそれがあるほか、業務能率

の低下にもつながります。長時間の時間外勤務が発生している場合は、業務量が過大

でないか、作業手順は適切か、必要以上に高い成果を求めていないかなどその原因に

ついて精査し、勤務時間の割り振り変更や全庁的な応援体制などの柔軟な勤務体制

の整備を進めるほか、事務事業の民間委託やシステムの導入、業務量の平準化、職員

の適正配置などの効率的な業務環境の整備を進め、時間外勤務の削減を図ります。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
 

取組② ノー残業デーの実施 所管 総務企画課 

取組方針 

 毎週火曜日をノー残業デーとし、定時退庁に取り組んでいます。ワーク・ライフ・

バランスの向上を図るとともに時間外勤務や電気料金等の施設管理コストの縮減を

図るため、毎週火曜日のノー残業デーを徹底するとともに、その他の曜日でもノー残

業デーの実施について検討を進めます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
  

実施 

検討・実施 
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２ 効率的な行財政運営 

 限られた行政資源を有効に活用し、効率的かつ効果的な行政運営を行うためには、

行政サービスや事務事業を評価・検証し、必要に応じて見直していく必要があります。

行政サービスや事務事業の見直しにあたっては、業務の棚卸しや行政評価を実施する

とともに、民間活力を積極的に活用し、効率的かつ効果的な行財政運営を進めます。 

（１）業務の合理化・効率化 

取組① 歳出の見直し 所管 総務企画課 

取組方針 

 ＬＥＤ照明の導入や最大電力監視装置の導入、空調温度の徹底管理などにより消

費電力の削減に取り組んでいるところですが、引き続き光熱水費や消耗品費など物

件費の節減を図るとともに、事務事業の見直しにより、徹底した歳出抑制に取り組み

ます。また、特別会計の収支改善を図り、繰出金の抑制に取り組みます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
 

取組② 事務事業の見直し 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 安定的かつ効率的に行政サービスを提供するためには業務の標準化が必要です。

事務処理手順の見直しや事務処理マニュアルを整備するなど、業務改善に取り組み

ます。また、文書の受付や証明書の発行など複数の課で行う同種の業務の集約化や、

費用対効果を検証し必要に応じて各種事務処理システムや封入封緘機等の導入につ

いて検討を行います。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
  

実施 

実施 
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取組③ 
自治体クラウドの導入・ガバメントクラウド

への移行 
所管 

総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 堅牢なデータセンターを活用することで災害等に強い環境を確保するとともに、

セキュリティ水準の向上を図り行政情報を保全するため、自治体クラウドを導入し

ます。 

また、高水準なセキュリティの確保や緊急時の迅速な行政サービスの提供、システ

ム開発などにも柔軟に対応できるようにするため、自治体クラウドから、国が整備す

るクラウド環境であるガバメントクラウドへ移行します。 

工程 

目標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自治体クラウド 

の導入 

 
導入 

→ → → →  

ガバメントクラウド

への移行 
   

  
 

 

 
 

取組④ 公共施設の適正管理 所管 総務企画課 

取組方針 

 町が保有している施設は、昭和４０年代後半から５０年代にかけて建築されたも

のが多く、老朽化が進んでいます。平成２８年度に策定した公共施設等総合管理計画

に基づき、一部の施設については既に廃止・統合を行いました。今後も公共施設等総

合管理計画に基づき、施設の総量や維持管理・運営方法の見直しを進めるとともに、

効率的かつ効果的な活用に取り組みます。 

また、公共施設等総合管理計画の下位計画に当たる個別施設計画を策定し、長寿命

化に向けて具体的な対応策を計画します。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
  

導入 

実施 

準備 

移行 準備 運用開始 
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取組⑤ 機能的な組織体制の整備 所管 総務企画課 

取組方針 

多様化する行政課題に的確に対応するためには、組織力の強化は不可欠です。平成

１６年に係制から担当制に移行しましたが、職員配置の弾力化や意思決定の迅速化

などの効果はあるものの、各担当内の職務を総合的にマネジメントする職員が配置

されていません。また、担当を兼務する場合もあることから、業務が属人化してお

り、チェック機能や人材育成機能、協働性の低下を招くなど担当制を有効活用できて

いない状況にあります。効果的な担当制について検討するとともに事務分掌の見直

しを行ない、機能的な組織体制の構築を進めます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
 

取組⑥ 行政評価の導入 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 効率的かつ効果的な事業や行政サービスを実施するためには、その取組内容や結

果を評価・検証し、必要性や有効性を精査するとともに、廃止、縮小、見直しを行う

マネジメントサイクルの確立が必要です。そのため、行政評価について、評価方法や

対象事業、予算編成に活用する仕組みなどを検討し、導入を進めます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

    
 

  

 
 
 
  

検討 

検討・実施 
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（２）民間活力の導入 

取組① 指定管理者制度の導入 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 現在、町民体育館については、日中業務は臨時職員のみで行い、夜間業務はシルバ

ー人材センターに委託しています。施設の管理を包括的に行うため、町民体育館の指

定管理について検討を進めます。 

工程 

目標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

町民体育館の 

指定管理 

 
   

 
  

 
 

取組② 民間委託の推進 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 納税通知書等の封入・封緘業務の民間委託を進めます。その他の定型的業務や庶務

業務について、他の自治体の取組状況を参考にしながら、民間委託の可能性について

検討します。 

また、現在、退職者不補充としている技能労務員については、令和２年度から８年

度末までに１０人が定年退職を迎えることから、業務体制の見直しが必要となって

います。そこで、職員の約８割を労務職員が占めている西クリーンステーションにお

けるごみ収集業務の民間委託について検討を進めます。  

工程 

目標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

納税通知書等封入・ 

封緘業務の民間委託 
 

 
     

ごみ収集業務の 

民間委託 
    

 
  

その他の事務事業 
 

      

 
  

検討 実施 

検討・実施 

実施 

検討 
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取組③ 多様な主体との連携・協働 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 現在、災害時における協定や認可保育所の整備など、様々な分野において民間事業

者との連携・協働を進めています。増加する行政需要や多様化する行政課題に対応す

るため、引き続きＮＰＯ法人や民間事業者など多様な主体との連携・協働に取り組み

ます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
  

検討・実施 
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３ 自主財源の確保 

 歳入に占める自主財源の割合は減少傾向にあり、歳出では扶助費の総額が増加傾向

にあります。また、今後は公共施設の老朽化に伴う修繕費等の増加が予想されること

から、安定的かつ継続的に行財政運営を行うためには、歳出や事務事業の見直しを図

り限りある財源を効率的かつ効果的に活用することはもとより、歳入についても自主

財源の確保に努める必要があります。負担の公平性の観点からも町税等の収納率向上

や使用料・手数料の見直しに取り組むとともに、多様な財源の確保に取り組みます。 

（１）収納率の向上と負担の適正化 

取組① 収納体制の強化 所管 税務課 

取組方針 

 町税や保険料等の納付方法（コンビニ収納、クレジット納付）を導入し、納税者等

の利便性の向上を図るとともに、収納率の向上を図ります。また、滞納管理の各課連

携強化に向けた体制の検討を行うとともに債権管理条例を制定し、適正な債権管理

と負担の公平性の確保を図ります。 

工程 

目標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

納付方法の拡充 
 

      

滞納管理体制の 

各課連携強化 

 
      

債権管理条例の 

制定 

 
 

 
    

 
 

取組② 使用料・手数料の見直し 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 使用料・手数料については、これまでも適宜見直しを行ってきました。受益者負担

の適正化を図るため、業務コストや利用状況等を参考に、引き続き使用料・手数料の

見直しを行い、負担の公平性の確保を図ります。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 
  

検討・実施 

実施 

検討 制定 

検討・実施 
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（２）多様な財源確保の取組 

取組① 有料広告事業の拡大 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

広報やホームページに有料広告を掲載し、その広告収入を防災事業に活用してい

ます。今後も、引き続き新たな広告媒体の導入等について検討し、有料広告事業の拡

大を図ります。 

また、町有施設等の命名権を付与するネーミング・ライツ事業について、対象施設

や条件等について研究を行い、引き続き実施について検討します。 

工程 

目標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

広報・ホームページ

広告掲載事業 
 

 
     

ネーミング・ライツ事業 
 

      

 

取組② クラウドファンディング事業の実施 所管 
建設産業課 

（産業支援室） 

取組方針 

平成３１年１月に、阿波藍の復活を目指してガバメントクラウドファンディング

に取り組み、目標を達成することができました。今後も、地域活性化イベントや地方

創生プロジェクトの実施にあたっては、クラウドファンディングや企業版ふるさと

納税を積極的に活用し、新たな財源を確保するとともに、官民協働のまちづくりを進

めます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       

 

取組③ ふるさと納税の推進 所管 
建設産業課 

（産業支援室） 

取組方針 

魅力あるまちづくりに努めるとともに、継続的に返礼品やＰＲ活動の充実を図り、

寄附額の維持・増加に努めます。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

       実施 

検討・実施 

検討 

実施 
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４ 住民サービスの向上 

 少子高齢化や地域コミュニティの希薄化の進行など、住民をとりまく環境は大きく

変化しています。このような中、住民にとって最も身近な基礎自治体である町には、社

会情勢の変化とともに多様化する住民ニーズに迅速かつ的確に対応することが求めら

れます。そのため、行政情報を積極的に発信するとともに、住民ニーズを的確に把握

し、住民サービスの充実や利便性の向上に取り組みます。 

（１）利便性の向上 

取組① 窓口業務の見直し 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 窓口業務のサービス向上や業務の効率化を図るため、事務・事業改善委員会におい

て、総合窓口の設置や開庁時間の延長、休日開庁などについての検討を進めます。 

 また、現在、住民票や印鑑証明書などのコンビニ交付サービスを実施しています

が、所得課税証明書についてもコンビニ交付サービスを導入します。 

 総合文化ホールや町民体育館などの公共施設については、施設予約や空き状況の

確認、支払手続等をオンラインで完結できるよう、システムの導入を検討します。 

工程 

目標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

窓口業務改革        

所得課税証明書の 

コンビニ交付 
 

 
     

公共施設管理予約

システムの導入 
   

  
実施 

→ 

 

取組② 住民満足度調査の実施 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 住民の視点に立ったよりよい行政サービスを効率的かつ効果的に実施していくた

めには、住民のニーズや満足度を的確に把握する必要があります。そこで、隔年で住

民満足度調査を実施し、逐次住民ニーズや満足度の把握に努め、よりよい行政サービ

スを目指します。 

 また、各種計画策定や施策実施の際にはアンケート調査を実施し、事業計画や施策

に反映させます。 

工程 

目標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

住民満足度調査  
 

  
 

 
 

アンケート調査  
 

     

検討・実施 

実施 

検討 導入・試行  運用開始 

実施 実施 実施 

実施 
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（２）情報発信の推進 

取組① ホームページ等による情報発信の充実 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 ホームページや藍メール、町公式ＬＩＮＥ等を通じて、行政情報を積極的に発信す

るとともに、迅速かつ分かりやすい情報発信を推進します。また、リニューアルした

一斉メール配信システム及び藍住町公式ＬＩＮＥから町公式ホームページに誘導す

る仕組みとするなど、既存のメディアの活性化も図ります。引き続き、新たなメディ

アの導入を検討するとともに、既存のメディアの要否についても精査し、情報発信の

充実に取り組みます。 

工程 

目標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ホームページの 

充実 
       

ＳＮＳの活用   
 

    

 
 

取組② オープンデータ化の推進 所管 
総務企画課 

（政策推進室） 

取組方針 

 町が保有する情報を、２次利用が可能なデータ形式で公開するオープンデータ化

の取組を進めます。オープンデータ化にあたり、公開データの選定基準や公開形式の

基準等について検討します。 

工程 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 
 

     

 
 
 
  

検討・実施 

実施 

実施 
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第５章 計画の推進 
１ 推進体制 

 計画の推進にあたっては、所管課を中心に情報や意識の共有化を図るとともに、全

庁的な連携体制のもと職員が一丸となって行財政改革に取り組みます。 
 
（１）行財政改革基本計画策定委員会 

 行財政改革基本計画策定委員会において計画の策定を行うとともに、計画の進捗

状況の確認や社会情勢の変化に合わせた計画の見直しを実施します。 
 
（２）事務・事業改善委員会 

  事務・事業の合理化・効率化を全庁的かつ横断的に推進するため、事務・事業改善

委員会を設置し、具体的な取組や実施方法を検討します。また、必要に応じて作業部

会を設置し、特定課題に関する調査・研究を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 進行管理 

計画の着実な推進を図るため、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）

のＰＤＣＡマネジメントサイクルによる進行管理を行います。 
 

  

行財政改革基本計画策定委員会 

（計画策定・進捗管理） 

事務事業改善委員会 

（改革推進方法の検討） 

作業部会 

（調査・研究） 

各課  （改革の実施） 

連携 

連携 

連携 

報告 指示 

報告 指示 
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３ 取組内容等（令和２年度～令和５年度） 

１ 人事マネジメントの強化  
（１）定員管理の適正化 

①適正な職員配置 

【職員数】                          （人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

年度当初職員数 208 206 204 202 

うち新規採用者数 12 12 11 12 

退職者数 14 13 14 6 

※新規採用者数には、前年度 10 月採用者含む。 

【業種別職員数】                       （人） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

一般事務 117 118 118 119 

教諭・保育士 55 52 51 48 

保健師・看護師等 14 16 17 17 

技能労務 22 20 18 18 
 

②職員採用の見直し 

【採用試験（一次試験）の実施状況】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

10 月採用 Ｒ2.6.21 R3.6.20 R4.6.19 R5.6.18 

翌年度４月採用 
R2.9.20 R3.9.19 R4.9.18 

R5.1.22 
R5.9.17 

 

 
（２）人材育成の推進  

①職員研修の推進 

【研修の実施状況】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

階層別職員研修 40 53 37 

自己開発向上研修 37 33 30 

担当事務専門研修 3 5 5 
 

②職員の専門的知識の向上 

－ 

③適正な評価制度の運用 

－ 
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（３）ワーク・ライフ・バランスの推進  
①時間外勤務の削減 

【時間外勤務の状況】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

延職員数 （人） 1,452 1,338 1,448 

月平均職員数 （人） 121 112 121 

総時間数 (時間) 14,564 23,084 21,779 

1 人当たり （時間／年） 120.4 207.0 180.5 

1 人当たり （時間／月） 10.0 17.3 15.0 
 

②ノー残業デーの実施 

毎週火曜日に実施 
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２ 効率的な行財政運営  
（１）業務の合理化・効率化 

①歳出の見直し 

・災害時の電源確保、CO2 排出量抑制及び電気料金削減を図るため、太陽光発電

設備を導入（令和５年度～） 

・照明のＬＥＤ化（令和２年度～） 

・人感センサー付き照明の導入による省エネ化（令和２年度～） 

②事務事業の見直し 

・介護給付に関する事業所の問合せ業務の効率化を図るため、介護保険制度検索

システム（介護保険さがせるネット）を導入（令和３年度） 

・議事録作成業務の効率化を図るため、議事録作成支援システムを導入（令和３

年度） 

・議会の会議資料のペーパーレス化と事務作業の軽減及び効率化を図るためタブ

レット端末を導入（令和４年度） 

③自治体クラウドの導入・ガバメントクラウドへの移行 

自治体クラウドの導入（令和３年度） 

④公共施設の適正管理 

・中央クリーンステーション大規模改修（令和２・３年度） 

・浄水場施設の更新（令和２・３年度） 

・西クリーンステーション大規模改修（令和３・４年度） 

・藍の館改装工事（令和３・４年度） 

・公共施設等総合管理計画の更新（令和３年度） 

・老人福祉センター「藍翠苑」及び勤労女性センターの施設機能の集約化につい

て検討（令和５年度～） 

⑤機能的な組織体制の整備 

－ 

 
⑥行政評価の導入 

－ 
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（２）民間活力の導入 
①指定管理者制度の導入 

【町民体育館の指定管理】 

○指 定 期 間：令和３年度～令和５年度（令和２年度プロポーザル実施） 

指定管理者：特定非営利活動法人 あいずみスポーツクラブ 

○指 定 期 間：令和６年度～令和１０年度（令和５年度プロポーザル実施） 

指定管理者：特定非営利活動法人 あいずみスポーツクラブ 

 

【藍の館・あいずみ藍工房の指定管理】 

 ○指 定 期 間：令和４年度～令和６年度（令和３年度プロポーザル実施） 

  指定管理者：一般社団法人 しじゅうはちがん 

 

【パークゴルフ場の指定管理】 

 ○指 定 期 間：令和６年度～令和８年度（令和５年度プロポーザル実施） 

  指定管理者：日本道路株式会社 徳島営業所 

 

【児童館（７館）、老人福祉センター藍翠苑、勤労女性センターの指定管理】 

○指 定 期 間：令和４年度～令和６年度 

  指定管理者：社会福祉法人 藍住町社会福祉協議会 

②民間委託の推進 

【封入・封緘業務】 

 固定資産税納税通知書、軽自動車税納税通知書、町県民税納税通知書、国民健

康保険税納税通知書、介護保険料納入通知書（令和２年度～） 

③多様な主体との連携・協働 

【連携協定】 

○藍住町とあいおいニッセイ同和損害保険会社と保険システム株式会社との地方

創生に関する連携協定（令和２年度） 

 ・防災訓練における啓発ブースの開設（令和４・５年度） 

○藍住町と明治安田生命保険相互会社との包括連携協定（令和４年度） 

 ・防災訓練における啓発ブースの開設（令和４・５年度） 

○藍住町と株式会社イズミとの地域活性化包括連携協定（令和４年度） 

 ・ゆめタウン徳島行き専用タクシー券の発行（令和５年度） 

・フレイル予防啓発イベントの実施（令和５年度） 

【災害時における協定】 

 災害時における物資提供、廃棄物処理、情報発信等各種協力協定を締結 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

件数 ３件 ５件 ３件 ３件 
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３ 自主財源の確保  
（１）収納率の向上と負担の適正化 

①収納体制の強化 

【納付方法の拡充】 

・コンビニ収納、クレジット納付を導入（令和２年度） 

・スマホ決済（ＰａｙＰａｙ・ＬＩＮＥ Ｐａｙ）を導入（令和３年度） 

・地方税統一ＱＲコードが導入されたことにより全国の金融機関での納付、利用

可能なスマホ決済アプリの拡充（令和５年度) ※税のみ。 

【債権管理条例の制定】 

・「藍住町債権管理条例」制定（令和３年度） 

・「藍住町債権管理に関する基本方針」及び「藍住町債権管理条例施行規則」制定

（令和４年度） 

②使用料・手数料の見直し 

－ 

 
（２）多様な財源確保の取組  

①有料広告事業の拡大 

【公告掲載事業】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

広報 
延件数 50 件 36 件 49 件 

広告料 1,008 千円 774 千円 1,188 千円 

ホームページ 
件数 4 件 4 件 5 件 

広告料 460 千円 420 千円 490 千円 

ごみカレンダー 
件数 － － ４件 

広告料 － － 240 千円 
 

②クラウドファンディング事業の実施 

【企業版ふるさと納税の状況】 

 令和４年度 

寄付金額 1,000 千円 

件数 2 件 
 

③ふるさと納税の推進 

【ふるさと納税の状況】 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

寄付金額 30,158 千円 24,374 千円 26,926 千円 

件数 2,423 件 1,866 件 1,932 件 
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４ 住民サービスの向上  
（１）利便性の向上 

①窓口業務の見直し 

【窓口業務改革】 

・死亡後の各種手続をワンストップで行える「おくやみコーナー」を設置（令和

３年度） 

・Ｗｅｂでチケット購入ができるよう電子チケットシステムを導入 (令和３年度) 

・公金の支払いや領収書の受け取りを機械で行うセルフレジ、セミセルフレジを

導入（令和４年度） 

②住民満足度調査の実施 

【住民満足度調査】 

・町民満足度に関するアンケート調査（令和２年度） 

【アンケート調査】 

・藍住町ノリ乗りタクシー券事業に関するアンケート調査（令和３～５年度） 

・藍住町の歴史や文化に関するアンケート（令和３年度） 

・男性の育児休業取得に関するアンケート調査（令和４年度） 

 
（２） 情報発信の推進 

①ホームページ等による情報発信の充実 

【ホームページの充実】 

 ・ホームページのトップページに、「旬」な情報を固定的にバナー（画像）で

表示できる欄を設置（令和４年度） 

【ＳＮＳの活用】 

 ＬＩＮＥ Ｘ(旧 Twitter) Instagram 

広報 
○ 

令和 5 年度 
  

文化ホール 
○ 

令和 3 年度 

○ 
令和 3 年度 

 

保健センター   
○ 

令和 4 年度 
 

②オープンデータ化の推進 

【オープンデータ化の状況】 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

件数 ２件 １件 ０件 

 ※徳島県オープンデータポータルサイト「Ｏｕｒ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ」に公開 

   


